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入札説明書 
 

豊田市の「市道欅通り線ほか 街路樹維持管理委託－２」に係る入札公告（その他業務委託）に基づ

く一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 
 
１ 委託概要 
 （１）公 告 日  平成２４年１月２４日   

 （２）委 託 名    市道欅通り線ほか 街路樹維持管理委託－２ 
（３）委託場所  豊田市小坂本町ほか地内 

（４）履行期間  平成２４年４月２日から平成２５年３月２５日まで 

（５）委託内容  公告のとおり 

（６）本委託は、入札時に履行計画等の提案を受け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価方式による一般競争入札（簡易型）の委託である。 

 

２ 総合評価方式に関する事項 

 （１）総合評価方式の仕組み 

    本委託の総合評価方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 

   ア 入札公告に掲げる競争入札参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。 

   イ 提出書類等で示された実績等により最大３０点の加算点を与える。 

   ウ 得られた標準点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価

値」という。）を用いて落札者を決定する。 

 

 （２）評価項目 

     以下に示す項目を評価項目とし、アの項目で最大１０点、イの項目で最大１０点、ウの項目で

最大１０点、合計最大３０点の加算点とする。 

   ア 履行計画に関する事項 

   イ 企業の技術力、信頼性・社会性 

   ウ 労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等に関する事項 

 

（３）落札者の決定 

    落札者は、次の要領にて決定する。 

   ア 入札参加者は、価格をもって入札する。 

   イ 標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値を算出する。 

 

   ＊評価値の算出式 

 

 

 

    

ウ 次の条件を満たした者のうち、算出した評価値の最も高い者を落札者とする。 
（ア）入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 
（イ）評価値が標準点（１００点）を予定価格で除した数値（基準評価値）に対して下回ら

ないこと。 
   エ ウにおいて、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

 

 

      技術評価点（標準点＋加算点） 
評価値 ＝                × １，０００，０００ 
          入札価格 
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 （４）評価内容の担保 

   ア 履行計画書に記載された内容については、業務完了後において、その履行状況について検査

を行う。受注者の責めにより入札時に提出された履行計画の履行がなされなかった場合は、違

約金を徴収する。なお、違約金の計算方法は以下の違約金の算出式のとおりとし、この取り扱

い方法については、契約締結時に定め、協定書に明記する。 

   イ 労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等の提案書に記載された内容につ

いては、落札決定後契約までの間に、協定書による条件の設定を行う。受注者の責めにより協

定書に示された提案の履行がなされた場合は、見直しの評価を行い、当初技術評価点との差に

より、違約金を徴収する。なお、違約金の計算方法は以下の違約金の算出式のとおりとし、こ

の取り扱い方法については、契約締結時に定め、協定書に明記する。 

 

※違約金の算出式                   
                     履行後の技術評価点 
違約金＝ 契約金額  ×  １ －  

                                契約時の技術評価点 
 
※違約金は契約金額の１割を上限とする。 
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（５）入札の評価に関する基準及び配点 

  本委託の総合評価に関する加算点付与の考え方は以下のとおりとし、ア「履行計画」の項目で最大

１０点、イ「企業の技術力、信頼性・社会性」の項目で最大１０点、ウ「労働者への賃金の支払い、

労働条件の向上及び雇用の創出等に関する提案」の項目で最大１０点の加算点とする。 
 
 

ア 履行計画（１０点） 

評価項目 評 価 基 準 配点 満点

３項目とも適切に明記されている。 ３ 

３項目中、２項目が適切に明記されている。 ２ 

３項目中、１項目が適切に明記されている。 １ 

①施工管理 

下記の３項目に関して適切に明記

されているかを評価する 

１） 現場条件を踏まえた施工管理

に関する具体的な課題の抽出及び

その対策 

２） 完了報告関係書類を作成する

にあたっての創意工夫 

３） 樹種毎の樹形確保、景観への

配慮及び安全確保への具体的な対

策 
３項目とも適切に明記されていない。 ０ 

３ 

３項目とも適切に明記されている。 ３ 

３項目中、２項目が適切に明記されている。 ２ 

３項目中、１項目が適切に明記されている。 １ 

②工程管理 

下記の３項目に関して適切に明記

されているかを評価する 

１） 巡視による繁茂状況を把握し

た工程表の作成 

２） 地元行事に配慮した工程管理

３）隣接他工区等との工程の打合

せ方法 

３項目とも適切に明記されていない。 ０ 

３ 

４項目とも適切に明記されている。 ４ 

４項目中、３項目が適切に明記されている。 ３ 

４項目中、２項目が適切に明記されている。 ２ 

４項目中、１項目が適切に明記されている。 １ 

 

 

 

 

 

③安全管理 

下記の４項目に関して適切に明記

されているかを評価する 

１） 規制時の歩行者等に対する具

体的な安全対策 

２） 高所作業時の作業従事者に対

する具体的な安全対策 

３）事故発生時等の連絡体制 

４） 安全対策の作業従事者への周

知方法 

４項目とも適切に明記されていない。 ０ 

４ 
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イ企業の技術力、信頼性・社会性（１０点） 

 評 価 項 目 評価基準 配点 満点 

＊履行実績：複数有り 

＊対象業務：街路樹管理業務委託 

＊契約金額：３千万円以上の業務委託 

４ 

＊履行実績：有り 

＊対象業務：街路樹管理業務委託 

＊契約金額：３千万円以上の業務委託 

３ 

＊履行実績：複数有り 

＊対象業務：街路樹管理業務委託  

＊契約金額：１千５百万円以上の業務委託 

２ 

企

業

の

技

術

力 

技術力評価 過去５年間の履行実績 

＊履行実績：有り 

＊対象業務：街路樹管理業務委託  

＊契約金額：１千５百万円以上の業務委託 

１ 

４ 

ＩＳＯ１４００１の認証取得 １ 

エコアクション２１ ０．５ 

 

１ 

エコ通勤への取り組み １ 

低公害車の利用促進 １ 

環境対策 

チャレンジ２５キャンペーンの登録 １ 

１ 

ファミリーフレンドリー企業等 １ 

一般事業主行動計画 ０．５ 

男女共同参画社会への貢献 ０．５ 

１ 

社会貢献 

社会問題への貢献 

法定雇用率を上回る障がい者の雇用 １ １ 

豊田市消防団協力事業所表示制度の認証 １ 

地域活動等 

まちかど救急ステーションの認定 １ 
地域貢献 

その他ボランティア

活動 

過去５年間に企業として災害等ボランテ

ィア活動としての実績など 
１ 

１ 

信 

頼

性 

・

社

会 

性 

その他 企業の品質管理 ＩＳＯ９００１の認証取得 １ １ 

※ 評価基準の注記については、７ページから１０ページを参照のこと。 
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ウ 労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等に関する提案（１０点） 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点 満点

内容が特に優れている ３ 

ａ－１ 労働者への法令を上

回る賃金等の支払いに関する

提案及びその検証方法（提案

の内容は適切で、かつ実現性

が認められるか） 
内容が優れている ２ ａ－２ 労働者に対する法令

を上回る労働条件に関する提

案及びその検証方法（提案の

内容は適切で、かつ実現性が

認められるか） 
内容がやや優れている １ 

ａ 

内

容

に

対

す

る

評

価 

ａ－３ 雇用の創出に関する

提案及びその検証方法（提案

の内容は適切で、かつ実現性

が認められるか） 
優位性が認められない ０ 

３ 

内容が適切で、賃金水準が極めて優れ

ている 
２ 

内容が適切で、賃金水準が特に優れて

いる 
１．５ 

内容が適切で、賃金水準が優れている １ 

内容が適切で、賃金水準がやや優れて

いる 
０．５ 

ｂ－１ 労働者への法令を上

回る賃金等の支払いに関する

提案及びその検証方法（具体

的な効果が認められるか） 

優位性が認められない ０ 

ｂ－２ 労働者に対する法令

を上回る労働条件に関する提

案及びその検証方法（具体的

な効果が認められるか） 

効果が最上位の者を１点とし、相対的

に点数を算出する 
１ 

ｂ
効
果
に
対
す
る
評
価 

ｂ－３ 雇用の創出に関する

提案及びその検証方法（具体

的な効果が認められるか） 

効果が最上位の者を１点とし、相対的

に点数を算出する １ 

４ 

検証方法が特に優れている ３ 
ｃ－１ 労働者への法令を上

回る賃金等の支払いに関する

提案及びその検証方法（検証

方法は適切であるか） 
検証方法が優れている ２ ｃ－２ 労働者に対する法令

を上回る労働条件に関する提

案及びその検証方法（検証方

法は適切であるか） 検証方法がやや優れている １ 

労

働

者

へ

の

賃

金

の 

支

払

い

・

労

働

条

件

の

向

上

・

雇

用

の

創

出

及

び

そ

の

検

証

方

法 

①労働者への

法令を上回る

賃金等の支払

いに関する提

案及びその検

証方法 

 

②労働者に対

する法令を上

回る労働条件

に関する提案

及びその検証

方法 

 

③雇用の創出

に関する提案

及びその検証

方法 

ｃ

検

証

方

法

に

対

す

る

評

価 

ｃ－３ 雇用の創出に関する

提案及びその検証方法（検証

方法は適切であるか） 
優位性が認められない ０ 

３ 

※ 賃金とは直接委託費に含まれる費用を対象とし、定期昇給及びベースアップの金額は含まない。 

※ 提案内容については数量等の積算根拠を明確にし、その検証方法も含めて提案すること。 

※ 具体的な根拠のないもの、検証方法の記載のないものについては評価対象としない。 

※ 労働者配置計画書の記載においては、「労働者配置計画書（様式３（別紙））の記入における注意事

項等」を参照すること。 
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３ 入札参加資格の事前確認 

（１）入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請資料（様式１）（以下「申請書」と

いう。）を表紙とし、次に掲げる書類（以下「必要書類」という。）を提出し、入札参加資格の確

認を受けなければならない。 

（２）期限までに申請書等を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本入札に参加

することができない。また、入札参加資格が有ると認められた者であっても、入札期日において

資格要件を満たしていないときは、入札に参加することができない。 

（３）その他必要に応じて、別途書類等の提出を求める場合がある。 

（４）入札参加資格の確認は、必要書類の提出期限の日をもって行うものとする。 

 

＜参加資格に関する提出書類＞ 

項 目 名 提出書類及び要件等 提出条件等 

参加申請資料 一般競争入札参加資格審査申請資料（様式１） 必 須 

履行実績の確認 
申請者履行実績等にある官公庁発注の委託を履行し、完了さ

せた実績が確認できるもの（契約書の写し又は履行証明書

等） 
必 須 

技術者の許可確認 資格を有することが確認できる書類の写し 必 須 

技術者の雇用確認 恒常的な雇用関係が確認できる書類の写し 必 須 

営業許可等の確認 産業廃棄物収集運搬業許可の許可証、電子マニュフェストの

写し 必 須 

 

＜評価項目に関する提出書類等＞ 
（１） 履行計画について 

提出については、すべて必須とする。 

評価項目 提出方法等 

施工管理 

工程管理 

安全管理 

本委託の実施にあたり、各評価項目に対する具体的な提案（対策）を様式２に記入す

る。なお、記入にあたっては、実施可能なものとすること 
企業の技術提案(履行計画)に関する提出書類（様式２）は、Word 又は Excel 形式（併

用可）にて作成し、電子媒体（CD-R）に保存した上で（同提案内容を PDF 形式に

したものも併せて保存すること）提出すること。 
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（２）企業の技術力、信頼性・社会性について 

提出については任意であり、加算を受けようとする場合のみ書類を添付する。 
評 価 項 目 名 評価基準の注記 提 出 書 類 等 

企 

業 

の 

技 

術 

力 

技術力評価 

○平成１８年４月以降において、官公庁（国、

地方公共団体、公社、公団及び独立行政法

人に限る）が発注の街路樹管理業務で元請

としての履行実績  
・ＪＶ業務の場合は出資割合按分後の金額

を対象とする。 

・ＪＶ業務における代表構成員でない場合

は、１／２の加点とする。また、複数の

履行実績に含めることはできない。 

※実績には、工事施工に含まれる樹木伐採、

植樹等は除く。また、街路樹維持管理にか

かる部分が概ね９割を占めているものに

限る。 

 

○履行実績を確認できるもの 

（契約書等の写し又は履行証明

書） 

 

○ISO14001 又はエコアクション 21 の認証取得 ○認定書の写し 

○地球温暖化防止のためのＣＯ2 排出量削

減などの企業としての取り組み 

・エコ通勤（ＴＤＭ）に対する企業とし

ての取り組み 

 ・低公害車の利用促進（※注１） 

 ・チャレンジ２５キャンペーンへの登録

 

 

○エコ通勤優良事業所認証等 

（※注２） 

○車検証等の写し 

○登録した証明等（※注３） 

○男女共同参画社会への貢献となる特別な

制度 

・愛知県ファミリー・フレンドリー企業

等登録事業者 

 ・「次世代育成支援対策推進法」第１２条

に基づく一般事業主行動計画を地方労

働局に届出した事業所（従業員数３０

０人を超える事業所を除く。） 

 ・別記のいずれかに該当する男女共同参

画社会に貢献する制度（※注４） 

 

 

 

○愛知県ファミリー・フレンド

リー企業登録証等（※注５）

○愛知県労働局への届出の写し

（※注６） 

 

 

○男女共同参画センターの認証

社会貢献 

 

 

○法定雇用率を上回る障がい者の雇用 
○雇用に関する状況表の写し等

（※注７） 

○豊田市消防団協力事業所表示制度の認証

又はまちかど救急ステーションの認定 
○認定書等の写し（※注８） 

地域貢献 

 

 ○過去５年間の企業としての別記ボランテ

ィア活動の実績（※注９） 

○活動に係る各種証明、活動に

係る計画書及び写真等活動実

績のわかるものの写し 

信

頼

性

・

社

会

性 

その他 ○ISO9001 の認証取得 ○認定書の写し 
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（注１） 

・低公害車の利用促進は、下記に該当する車両の購入又はリースを対象とする。 

 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、低公害工事用車両等 

※対象となる電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車については、 

環境省水・大気環境局自動車環境対策課「低公害車の普及促進ポータルサイト」にて確認の 

こと（ただし、ハイブリッド乗用車はエンジン排気量が１，８００cc 以下のものを対象とする）。 

http://www.env.go.jp/air/car/lev/index.html 

※対象となる低公害工事用車両については、国土交通省総合政策局建設施工企画課「建設施工に

おける環境対策ポータルサイト」にて確認のこと。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/kankyou.htm 

※申請に当たっては、該当する車種にマーカーをするなど申請内容を明確にしたものとすること。 

 

（注２） 

  ・エコ通勤優良事業所認証制度 

    国土交通省総合政策局交通計画課 「エコ通勤ポータルサイト」

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/ 

     ※認証又は登録 

（注３） 

  ・チャレンジ２５キャンペーン 

    環境省地球環境局 「チャレンジ２５キャンペーンポータルサイト」 

http://www.challenge25.go.jp/index.html 

     ※参加申請書、申請受領通知（チャレンジャー登録ＩＤが記載された参加受領メール）及び

行動計画書、チャレンジ２５宣言の写し 

（注４） 

・下記のいずれかに該当する男女共同参画社会に貢献する制度を評価対象とする。 

◇「育児・介護休業法の規定を上回る育児休業制度の実施」（期間のみ対象：１年～１年６か月超） 

   ※育児・介護休業法改正（平成２２年６月３０日）のポイント１参照 

  ◇「育児・介護休業法の規定を上回る介護休業制度の実施」（日数のみ対象：９３日／人 超） 

◇「育児・介護休業法の規定を上回る子どもの看護休暇制度の実施」 

（子の年齢及び日数が対象：小学生以上及び１人５日／年、２人以上１０日／年 超） 

※育児・介護休業法改正（平成２２年６月３０日）のポイント２参照 

◇「育児・介護休業法の規定を上回る介護休暇制度の実施」 

 （日数のみ対象：１人５日／年、２人以上１０日／年 超） 

※育児・介護休業法改正（平成２２年６月３０日）のポイント３参照 

  ◇「短時間勤務制度の実施」（子の年齢のみ対象：３歳以上） 

※１００人以上の企業については育児・介護休業法改正（平成２２年６月３０日）のポイント４

参照 

◇家庭と仕事の両立支援に関する措置（２つ以上又は３歳以上を対象） 

・フレックスタイム 

・テレワークの実施 

・ノー残業デーなど所定外労働をさせない制度 

・託児施設の設置運営その他これに準じる便宜の供与 

◇「子どもの出生時における父親の休暇取得」（有給の特別休暇制度） 

◇「男性の育児休業取得」（過去３年以内 １か月以上） 

◇「育児休業期間中の代替要員の確保」 

◇「男女共同参画センター 講師派遣事業の実施」（過去１年以内） 

◇「育児等退職者の再雇用特別措置等の実施」 

◇「均等・両立推進企業表彰の受賞」（厚生労働省） 

◇「職場復帰プログラムの実施」 
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育児・介護休業法改正（平成２２年６月３０日）のポイント 

改 正 事 項 改 正 後 
１ 男性の育児休業

取得促進策の導入 
母（父）だけでなく父（母）も育児休業を取得する場合、休業可能期間

が１歳２か月に達するまで（２か月分は父（母）プラス分）に延長され

る。 
全ての事業者必須 

２ 看護休暇制度の

拡充 
小学校就学前の子が１人の場合年５日、２人以上の場合年１０日 

全ての事業者必須 

３ 介護休暇制度の

創設 
要介護状態の家族 １人の場合年５日、２人以上の場合１０日 

１００人以上の企業の場合必須 
１００人以下は平成２４年６月３０日（予定）～ 

４ 育児期の短時間

勤務制度及び所定

外労働の免除の義

務化 

３歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度及び所定外

労働の免除が義務化 
①３歳に満たない子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤

務制度（１日原則６時間）を設けることが事業主の義務 
②３歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働（残業）

が免除される。 
１００人以上の企業の場合必須 
１００人以下は平成２４年６月３０日（予定）～ 

 

※男女共同参画センター認証後の、「男女共同参画社会への貢献となる特別な制度」認定申請書を提

出。 

※参画センターへの申請に当たっては、該当する資料（労働基準監督署の受付印又は抄本認証した就

業規則等の写し）を添付すること。なお、資料は当該事項にマーカーをするなど必要最小限の資料

とすること。 

（注５） 

  ・愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録事業者 

    愛知県労働部労政担当局労働福祉課 ｢ファミリー・フレンドリー企業ポータルサイト｣ 
http://famifure.pref.aichi.jp/ 

 

・一般事業主行動計画に係る厚生労働大臣の認定：認定マーク（くるみん） 

    厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課「一般事業主行動計画ポータルサイト」 

     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html 

（注６） 

  ・次世代育成支援対策推進法第１２条に基づく一般事業主行動計画を地方労働局に届出し

た事業所 

    愛知労働局 ｢一般事業主行動計画ポータルサイト｣

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html 

（注７） 

  ・常用労働者が５６人以上の事業所は、ハローワークに提出した雇用に関する状況表の写しを添付 

  ・常用労働者が５５人以下の事業所は、障がい者雇用状況申出書（様式５）、雇用している従業員

証、雇用契約書等の写し（週労働時間がわかるもの）及び障害者手帳等の写しを添付。なお、個

人情報の観点から、従業員証等の書類は、窓口で確認し確認後は返却することを原則とする。 

（注８） 

  ・豊田市消防団協力事業所表示制度の認証 

    豊田市消防本部庶務課 

    ｢消防団協力事業所ポータルサイト｣

http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ba00/ba01/1199040_7182.html 

・まちかど救急ステーション    （豊田市消防本部警防救急課） 
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（注９） 

  ・ボランティア活動 

   ◇職場体験受け入れ制度 

◇交通安全立哨活動 

◇清掃活動 

◇環境美化活動 

◇交通安全教室 

◇その他各種ボランティア 

※活動に係る各種証明（自治区長等）、活動に係る計画書及び写真等活動実績のわかるものの写

しを添付すること。U加点対象となる活動は、証明等が明確であり、かつ、その活動が恒常的又

は長期的なものに限る。 

 

 

（３）労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等に関する提案について 

提出については、すべて必須とする。 

評 価 項 目 提 出 方 法 等 
労働者への法令を上回

る賃金等の支払いに関

する提案等 
労働者に対する法令を

上回る労働条件に関す

る提案等 

雇用の創出に関する提

案等 

本委託の実施にあたり、各評価項目に対する具体的な提案（対策）を様式３

及び様式３（別紙）に記入する。 
なお、提案内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽

象的な内容（「労働者が気持ちよく働けるようにする」等）の提案は認めない。

労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等の提案に関する

提出書類（様式３及び様式３(別紙)）は、Word 又は Excel 形式（併用可）に

て作成し、電子媒体（CD-R）に保存した上で（同提案内容を PDF 形式にした

ものも併せて保存すること）提出すること。※ 

 

 
４ 落札者の決定方法 

（１） 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、上記２（３）により決定するも

のとする。 
ただし、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

と認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって著しく不適当であると認められるときは、入札参加資格を満たし、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とすることがある。 
 （２）非落札者のうち落札者の決定結果に対して不服があるものは、その理由について、落札者決定

の公表を行った日の翌日から起算して５日以内（休日を含まない。）に書面（様式は自由）によ

り契約担当課へ説明を求めることができる。     
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５ 申請書等の提出方法 
（１）期  間 平成２４年１月２５日（水）午後１時から平成２４年２月６日（月）午後５時まで

（休日を除く） 
（２）提出書類及び提出部数 

・参加資格に関する書類 １部 
・評価項目に関する書類 ２部 電子媒体（ＣＤ-Ｒ）も同時に提出  

（３）注意事項 評価項目に関する書類については、別紙「別送書類提出時の注意事項について」の

要領で、一連の書類を紐綴じして提出すること。 

 

６ その他 
（１）競争参加資格確認資料等のヒアリングは、原則として実施しない。ただし、履行計画等につい

て電話にて内容の照会をする場合がある。 
（２）必要書類等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 
（３）提出された必要書類等は、返却しない。 
（４）提出期限以降における必要書類等の差し替え及び再提出は認めない。 
（５）企業の履行計画に関する提案等の必要書類の提出がない場合（必要書類等の提出不足等も含む）

又は他の入札参加者と本件委託について相談等を行い作成されたと認められる場合など提案

書等の記載内容が適正と認められない場合は入札への参加を認めない。 
 

７ 質問 

 ＜入札等に関すること＞ 

   豊田市役所 総務部契約課 委託担当（南庁舎３階） 

電話 0565-34-6616 

 ＜委託内容に関すること＞ 

   豊田市役所 建設部道路維持課 （西庁舎６階） 

電話 0565-34-6645 



12 

 

別 紙 
 
別送書類提出時の注意事項について 
 
・評価項目ごと毎にひとまとめにし、最初のページにはインデックス等を貼り付けること。 
・加点を希望しない項目については、添付しないこと。 
・提出書類は、紐綴じをして提出すること。 
・企業の履行計画（様式２）及び労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等に関する

提案（様式３及び様式３（別紙））については、紙で打ち出したものを２部添付するとともに、電子

媒体（CD-R）も同時に提出すること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ＋ 
 
     
 
 
          ※企業の履行計画（様式２）及び労働者への賃金の支払い、労働条件

の向上及び雇用の創出等に関する提案（様式３及び様式３（別紙））

を保存した電子媒体（CD-R） 
 

評価を希望する項目の最初のページ 

インデックス等（評価項目名を記載） 
例：イ 企業の履行実績 

次の評価項目の最初のページ 

 
CD-R

委託名・企業名を記載 

紐綴じ 


